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▼学生支援課

▼国際交流センター室

※教職員は、所属部長に連絡してください。

2022年3月18日　改訂
2020年12月１日　策定＜天理大学＞新型コロナウイルス感染症への対応フローチャート

体調不良等に関わらず、毎朝晩、検温等の健康チェックを行い、行動記録を付けてください。
事後報告の場合、公欠が適用できない場合があります。必ず、大学に連絡・相談してください。

大学へ報告

海外渡航
の報告

渡航先、ワクチン接種の
有無により、行動制限期
間が変わります。
学生支援課または国際交
流センター室に連絡、相
談してください。

接触状況・
体調不良等
の報告

学生支援課または国際交流
センター室に連絡してくだ
さい。
・氏名
・学籍番号
・連絡先
・現在の症状や経過
・直近の行動記録
・最後に大学へ登校
した日等

体調不良※１

＜登校不可＞
授業担当者へ
欠席の連絡を
メール等で

してください。

・感染者との
接触があった
・COCOAで通知

があった

大学連絡
＜登校不可＞

ＰＣＲ検査の
受検報告

学生支援課または国際交流
センター室に連絡してくだ
さい。
・氏名
・学籍番号
・連絡先
・現在の症状や経過
・症状発症前後の行動
記録、接触者の有無

・最後に大学に登校した日
等

・ＰＣＲ検査の受検日、
場所、判定予定日

海外渡航した

＜登校不可＞
行動制限期間に
応じて公欠として

扱う

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
大学（学生支援課または国際交流センター室）から状況を確認するために連絡をとります。
右下の連絡先の電話番号を登録しておいてください。
・受検結果(陽性判定日) ・症状や経過、診断内容
・濃厚接触者や接触者（特に学内・大学関係者）・大学への入構日（授業への出席、クラブへの参加等）
・療養先（病院やホテル名や収容日時等） ・登校許可日（保健所または医師に確認）

陰性と判明した：保健所から指示された日まで公欠、
または、みなし濃厚接触者は学生支援課の認めた期間まで公欠

相談窓口
かかりつけ医など身近な医療機関に、電話で相談してください。
あるいは、
・奈良県在住者→ 奈良県庁の「新型コロナ・発熱患者受診相談

窓口」触者相談センター）に相談
・奈良県以外の在住者→ 厚生労働省HPで連絡先を確認

濃厚接触者
と認定された

※保健所や医師から
濃厚接触者と特定さ
れＰＣＲ検査を受け
ることになった。

大学へ連絡
＜登校不可＞

授業期間中であれば
公欠

ＰＣＲ検査で
”陽性”と判明した
即時、大学へ連絡

＜登校不可＞

授業期間中であれば
公欠

医療機関等でＰＣＲ検査の受検の必要ありと診断された
：ＰＣＲ検査の受検日を公欠として扱い、検査結果によって公欠期間が決定

医療機関等でＰＣＲ検査の受検の必要なしと診断された
：公欠としては扱わない

ＰＣＲ検査受検

陽性と判明した：保健所から指示された日まで公欠

大学との綿密な情報交換

異常があった場合
ただちに、『相談窓口』を参考に
フローチャートにあわせて、
大学への報告をしてください。

異常がなかった場合
登校を再開する前に、必ず学生支
援課または国際交流センター室に
電話で連絡してください。

大学へ報告
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＜ＰＣＲ検査、抗原検査について＞
※１の症状がある場合は、病院を受診し
てください。無症状や感染に不安がある
場合、各府県によっては無料で検査が受
けられるところもあります。

※１＜体調不良について＞
発熱、咳、喉の痛みや倦怠感等の症状がある
場合は、登校を控え、部活動への参加等は自
粛してください。

保健所からの連絡はないが、感染が疑われる場合は、学生
支援課の判断で「みなし濃厚接触者」として登校の自粛を
要請し、公欠として取り扱う場合があります。
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